
省エネポータルサイト 事業者向け省エネ関連情報について
資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」では、省エネに関する国の規制や各種支援制度の概要等をご紹介して
います。
省エネ法について詳しく知りたい場合はポータルサイトへ！

①事業者向け省エネをクリックしてください。「省エネ法の概
　要」「工場・事業場の省エネ法規制」「輸送の省エネ規制」
　など、様々な省エネ関連情報をご覧いただけます。

②省エネ法の概要についてのページでは省エネ法
の概要と必要な手続き、各種制度の概要等をご
紹介しています。クラス分け評価制度、中長期計
画指針、お問い合わせ先等も掲載されています。

③工場・事業場の省エネ法規制のページでは、工
場・事業場向けの省エネ法手続やエネルギー管理
士免状に関して紹介しています。定期報告書作成
ツールもこちらからダウンロードできます。

④事業者の区分と義務のページでは事業者全体としての義務、エネルギー管理指定工場等ごとの義務等を解説しています。
→本書P.4関連

⑤特定事業者向け情報のページでは、特定事業者・特定連鎖化事業者の区分や届け出について解説し、原油換算ツールもダ
ウンロードできます。→本書P.3関連

⑥定期報告書・中長期計画書のページでは、特定事業者・特定連鎖化事業者が提出すべき定期報告書・中長期報告書につい
ての情報をご提供しています。→本書P.18、19～34関連

⑦定期報告書、中長期計画書の作成とベンチマーク制度のページでは、定期報告書及び中長期計画書等の記入要領や電子申
請の方法についての情報を提供しています。電子情報処理組織使用届出書や、定期報告書作成支援ツールもダウンロード
いただけます。→本書P.18、19～34関連

⑧連携省エネルギー計画、認定管理統括事業者の認定制度のページからは、連携省エネルギー計画申請の手引き［工場等］や
認定申請書をダウンロードしていただけます。→本書P.13、14、35、36関連

⑨エネルギー管理士免状のページでは、エネルギー管理士免状交付申請についての情報を提供しています。申請書もこちら
でダウンロードしていただけます。→本書P.7関連

⑩様式ダウンロードページからは、省エネ法の各種様式をダウンロードできます。
⑪定期報告書の集計・分析のページからは、定期報告書の集計表やレポートを取得することができます。
⑫よくある質問のページでは、頻繁に寄せられる質問について掲載しています。→本書P.41関連
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資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」では、省エネに関する国の規制や各種支援制度の概要等をご紹介して
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定期報告書及び中長期計画書の電子申請
●電子申請のメリット
●オンラインによる定期報告の提出は、郵送等による紙での提出より便利です。複数の提出先に対する印刷と郵送が
不要で、システムを介した再提出も可能です。
●令和４年度からは、定期報告の作成と提出を一体的に行える、より便利な電子報告システム「EEGS（イーグス）」
の稼働を予定しています。令和５年には中長期計画の作成と提出もサポートする予定です。
●オンラインによる提出を行うためには事前に「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要ですが、一度提出を行
えば、令和４年に稼働する新システムへの移行に際して、改めて手続きすることは不要です。

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム
通称：EEGS（イーグス）
Energy.Effi.ciency.and.Global.Warming.Countermeasures.online.reporting.System

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効
果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とするシステムです。
EEGSは令和４年５月より稼働予定です。報告手続の合理化等の観点から、令和４年度以降の省エネ法・温対法・フ
ロン法に係る報告は、原則として、EEGSをご利用ください。

● EEGS 利用の目的
省エネ法・温対法・フロン法における各種報告のワンストップ化、他のシステムや他の制度の様々な情報との連携に
より特定事業者等の皆様の事務負担が軽減します。

● EEGS 利用のメリット

報告書提出に伴う作業の低減 システム上で報告書提出が完了するため、紙での提出は不要
省エネ法・温対法・フロン法における各種報告の一元管理が可能

算定精度の向上 システム上で入力値の自動チェックが可能なため、事業所管省庁からの差戻
し回数が減少

過年度報告内容の確認 過去に提出した報告書の内容を確認でき、過年度の報告内容を参照しつつ今
年度の報告書を作成可能（省エネ法・フロン法に限る）

報告書処理状況の確認 提出した報告書の省庁での処理状況（提出、受理、差戻し等）がシステム上で
確認可能

●電子情報処理組織使用届出書の届出手順

1. 電子情報処理組織使用届出書の作成

2. 提出

3. 電子申請に必要なＩＤ・ＰＷを通知
特定事業者等の皆様 経済産業局

『電子情報処理組織使用届出書』は省エネポータルサイト（P.38）『様式ダウンロードページ』の様式43を参照。
電子情報処理組織使用届出書に特定排出者番号、特定事業者番号、所在地、事業所名等の基本的な情報を記載。
申請から通知まで1ヶ月ほどかかりますので、定期報告書等の提出期限（7月末）までに余裕をもって申請してくだ
さい。
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各種支援策
●先進的省エネルギー投資促進支援金業費補助金（令和 3 年度予算案）

（A）先進事業
「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」等にて検
討された先進的な省エネ設備等に係る評価軸・評価項目等
に適合する設備等を事前登録し、当該設備等の導入を重点
的に支援する。

先進設備等の
公募及び登録

先進的な省エネ技術等に
係る技術評価委員会

（B）オーダーメイド型事業
個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備・システム
等の複合的な更新により、エネルギー消費効率を改善する
省エネ取組を支援。
（例）複数事業者が連携した取組

事業者Ｂ
上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ

下工程

下工程
半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A事業者

事業業者Ｂ者
製品

製品

製造工程

省エネ

設備導入

（C）指定設備導入事業
従来設備と比較して優れた省エネ性能を有する設備への更
新を支援。

業務用冷蔵庫空調

対象設備（例）

射出成形機

設備更新

冷凍・冷蔵設備

（D）エネマネ事業
エネマネ事業者※の活用による効率的・効果的な省エネ取組
を支援。

※エネルギー管理支援サービスを通じて
　工場・事業場等の省エネを支援する者。

●中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業（令和 3 年度予算案）
（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

地域プラットフォーム構築事業
中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機
関、中小企業団体等と連携し、多様な省エネ相談等に対
応できるエネルギー関連の専門家と経営専門家の双方よ
りエネルギーコストの削減や設備導入に係るアドバイス
が可能な体制を地域ごとに整備する。

プラットフォーム情報提供基盤構築事業
地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及
び金融機関等に省エネ等に関する様々な情報提供を行う
とともに、他地域のプラットフォームとの連携を行う。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業
エネルギー利用最適化診断

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診断し、AIや
IoTを活用して設備の運用改善や高効率設備への更新に
加え再エネ導入の提案を行う。
【改善提案例】空調の運用改善／照明の運用改善／蒸気・温水用
配管、バルブ等の保温対策／再エネ設備の導入支援

↓
情報提供

成功事例の横展開
エネルギー利用最適化関連の
セミナーへの講師派遣

●省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金（令和 3 年度予算案）
　支援策の具体例

①既設工場への新たなボイラーの増設

増設

既設ボイラーエネルギー消費効率の高いボイラーエネルギー消費効率の高いボイラー

②新設ビルへの設備導入
新設ビル

導入

高効率照明
高効率空調

③ソフト面での省エネ取組

導入

エネルギー
マネジメント
システム

●産業・業務部門における高効率ヒートポンプ導入促進事業（令和２年度補正予算）
省エネにつながる革新的なプロセル改善に必要な設備導入を支援

工場・事業場産業・業務用ヒートポンプ

プロセス改善を通じた
省エネ性・産業競争力の向上

新設・増設

産業用
ヒートポンプ

省エネに繋がる革新的なプロセス改善（例）
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よくある質問と回答
＜定期報告書の書き⽅について＞
Ｑ．調整後温室効果ガス排出量を算定するための電力会社の排出係数メニューのどれを使えば良いのでしょうか。
Ａ．調整後排出係数について、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が不明な場合、まずは社内の電気主任技術者に
ご確認ください。それでも不明な場合は、契約している電力小売事業者に直接お問い合わせください。その際、省エネ法・
温対法の報告に使用する旨をご担当者にお伝えください。

Ｑ．エネルギー使用量と密接な関係を持つ値（原単位分母）を変更したい場合、どうしたら良いでしょうか。.
Ａ．変更理由、及び過去5年間分の変更前後の対比表を作成して定期報告書に添付してください。提出前に事前の相談が必要
かどうか、管轄する地域の経済産業局へ確認してください。本書のP.8も併せてご確認ください。

Ｑ．テナントビルにおいて、オーナー、テナントそれぞれのエネルギー使用量の参入範囲を教えてください。
Ａ．オーナーは、テナントがエネルギー管理権原を有している設備以外のエネルギー使用量について算入する必要があります
（テナントがエネルギー管理権原を有している設備のエネルギー使用量を含めて報告することも可能です）。一方、テナン
トは、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専用部にかかるエネルギー使用量（テナントがエネルギー管理権原
を有する設備、オーナーがエネルギー管理権原を有する空調・照明など）をすべて算入する必要があります。
なお、「エネルギー管理権限を有している」とは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギー使用量が
計量器等により特定できる状態にあることをいいます。詳細は、P.37をご覧ください。

Ｑ．都市ガスの換算係数（GJ/千m3）を教えてください。
Ａ．都市ガス供給事業者に確認してください。「省エネルギー法定期報告書・中長期計画書（特定事業者等）記入要領」の別添
資料4に「都市ガス供給事業者の供給熱量一覧」に記載されている標準熱量（MJ/m3）を換算係数として利用することも
可能です。

＜中長期計画書の書き⽅について＞
Ｑ．中長期計画書「中長期計画作成指針」の欄の記入方法を教えてください。
Ａ．「中長期的な計画の作成のための指針（中長期計画作成指針）」が業種ごとに計４種類（「専ら事務所」、「製造業」、「鉱
業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業」、「上水道業、下水道業及び廃棄物処理業」）作成・制定されています。中長期
計画書の計画内容がこれらの中長期計画作成指針に記載がある場合、該当する項番を記載してください。なければ斜線を
引いてください。

　.例：製造業で廃熱回収装置導入を計画した場合、「製造業1（3）」と記入。
Ｑ．ベンチマーク対象外の業種等の場合、中長期計画書の記入方法について教えてほしい。
Ａ．ベンチマーク対象外の業種等の場合、「Ⅱ計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果」「１．前年度のエネルギー使用量
等」の「区分」「対象となる事業の名称（セクター）」「ベンチマーク指標の状況（単位）」「対象事業のエネルギー使用量（原
油換算kL）」「２．ベンチマーク指標の見込み」及び「３．計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果」のベンチマークに係
る欄については空欄としてください。

Ｑ．中長期計画書の提出が免除になる条件を教えてください。
Ａ．直近過去２年度以上連続でＳ評価の場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内（５年が上限）は、Ｓ評価
を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。なお、計画期間の最終年度には提出が必要ですので、ご留
意ください。

＜定期報告書作成支援ツールについて＞
Ｑ．アプリ版で調整後の排出係数が0になってしまう。昨年度と大きく異なるが、どうしたら良いか。
Ａ．電気事業者のメニュー別排出係数の選択が間違っている可能性があります。調整後排出係数について、供給を受けている
電気に関するメニュー別係数が不明な場合、まずは社内の電気主任技術者にご確認ください。それでも不明な場合は、契
約している電力小売事業者に直接お問い合わせください。その際、省エネ法・温対法の報告に使用する旨をご担当者にお
伝えください。

Ｑ．アプリ版で昨年度ファイルのインポート方法を教えてほしい。
Ａ．アプリ起動時の画面にて「V4以降のXMLからインポートして開く」を選択の上、「作成開始」を押下してください。詳細は
資源エネルギー庁HPで公開している支援ツールの操作マニュアルをご覧ください。

Ｑ．アプリ版で提出先が複数ある場合の入力方法について教えてほしい。
Ａ．提出先登録の「②提出先が複数ある場合」の欄に「〇〇経済産業局長・△△大臣」のように、中黒（・）で提出箇所をつな
いで入力してください。

＜電子申請について＞
Ｑ．電子申請の手順を教えて欲しい。電子申請を申し込んでからのID、PW到着期間について教えてほしい。
Ａ．「電子情報処理組織使用届出書」を本社機能所在地の経済産業局へ提出すると、電子申請に必要なＩＤ／パスワードが通知さ
れます。申請から通知まで１か月ほどかかりますので、定期報告書等の提出期限までに余裕をもって申請してください。

Ｑ．電子申請時に代表者印は不要なのでしょうか。
Ａ．代表者印は不要ですが、経済産業局から通知されたID／パスワードが必要になりますので、大切に保管してください。な
お、電子申請の初回利用時には所定の手続きが必要になります。詳細は、P.39をご覧ください。

定期報告書の作成、提出について詳しく知りたい方は、省エネポータルサイト（P.38）『定期報告書、中長期計画書の作成とベンチマー
ク制度』を参照
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省エネルギー課

〒 100-8931　
東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL 03-3501-9726

経済産業省 窓口
●北海道経済産業局 　エネルギー対策課 TEL 011-709-2311
担当地域【北海道】

●東北経済産業局 エネルギー対策課 TEL 022-221-4932
担当地域【青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島】

●関東経済産業局 省エネルギー対策課 TEL 048-600-0362
担当地域【茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡】

●中部経済産業局 エネルギー対策課 TEL 052-951-2775
担当地域【富山・石川・岐阜・愛知・三重】

●近畿経済産業局 エネルギー対策課 TEL 06-6966-6051
担当地域【福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山】

●中国経済産業局 エネルギー対策課 TEL 082-224-5741
担当地域【鳥取・島根・岡山・広島・山口】

●四国経済産業局 エネルギー対策課 TEL 087-811-8535
担当地域【徳島・香川・愛媛・高知】

●九州経済産業局 エネルギー対策課 TEL 092-482-5474
担当地域【福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島】

●沖縄総合事務局 経済産業部　エネルギー対策課 TEL 098-866-1759
担当地域【沖縄】.

●資源エネルギー庁　省エネルギー課 TEL 03-3501-9726
●産業技術環境局  環境政策課　環境経済室 TEL 03-3501-1679
　（温室効果ガス排出量の報告に関する問合せ）

関係機関・窓口
●環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 TEL 03-5521-8249
　（温室効果ガス排出量の報告に関する問合せ）
●一般財団法人 省エネルギーセンター TEL 03-5439-9710

発行　2021年 3月

発行元

検索キーワード例 北海道　経産局　省エネ法 検索

省エネ法に関する情報は、省エネポータルサイトをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html#enterprise-section
検索キーワード 省エネ法、事業者向け関連情報 検索

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づく温室効果ガス排出量
の算定、報告、公表制度について
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/

お問合せ先

（2021年4月12日 修正）




